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                      外務省国際協力局 

ＮＧＯ・外務省定期協議会「ＯＤＡ政策協議会」ＮＧＯ側コーディネーター一同 

  

１．趣旨・目的 

本協議会では、外務省が関わるＯＤＡ政策について外務省及びＮＧＯ双方が意見・情報交換を行い、より良

いＯＤＡのあり方を共に考え、ＮＧＯと外務省の連携を強化するとともに政策のアカウンタビリティを高め

ることを目的とする。 

 

２．開催 

１）頻度：原則として年３回 

２）開催地：年３回のうち、東京で２回、東京以外で１回の開催を検討する。 

３）議長は外務省とＮＧＯが交互に担当する。 

４）議事録：議長側が起案し、ＮＧＯ・外務省双方で合意した議事録（逐語）を公式なものとする。また、

双方合意の議事録は会議終了後１ケ月以内を目処として公開する。 

 

３．参加者・運営体制 

原則、外務省とＮＧＯとで構成する。                                  

①ＮＧＯ側：原則、参加はすべてのＮＧＯ（ＮＧＯが委託する専門家を含む）にオープンとする。ＮＧＯに

所属していない個人もオブザーバーとして参加可能とする。ＮＧＯ側コーディネーターは５人程度とし運

営に関する取りまとめを行う。事務局は、毎年、コーディネーター選出団体およびＮＧＯ関係者の合議に

より決定する。 

②外務省側：原則としてＮＧＯ担当大使を務める国際協力局幹部、開発協力総括課長、民間援助連携室長の

ほか、議題に応じて然るべき担当課（室）からも出席する。また、副大臣、大臣政務官についても可能な

限り出席を確保するよう努める。事務局は民間援助連携室が担当する。また、ＯＤＡ実施機関からのオブ

ザーバー参加も可能とする。 

③なお、ＮＧＯ・外務省ともに必要性を認める場合には、特定のテーマにつき、サブ・グループを構成する

ことを可能とする。 

 

４．議題 

１）議題は、原則として外務省が関わるＯＤＡ政策。 

２）なお、議論が実りのあるものとなるように以下の要素に配慮の上、ＮＧＯ（コーディネーターが中心）・

外務省双方が事前に議題案を提出し、双方の事務局を通じた調整・合意のもと、最終的に決定する。 

（１）ＯＤＡ政策との関連性 

（２）ＯＤＡ政策における重要性 

（３）ＯＤＡ政策決定における緊急性 

（４）ＯＤＡ政策における継続性                              以上 


